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ア
ヲ

へ
た
。

一
恕
前
府
中
に
従
ひ
.天
正
十

一
年
俸
=
一
千
依
を
受
け
、
一
士
左
往
来
し
た
が
、
蹄
務
の
途
入
且
十
六
日
小
松
に

ア
ヲ
キ
ゴ
ン
-Z
モ
ン

膏
木
極
右
衛
門

前
回
利

一
十
二
年
三
百
伎
を
加
へ
、
十
七
年
六
千
=
苫
田
五
十
一

一
抵
つ
宅
鮒
へ
ら
れ
、
篠
原
忠
慌
の
邸
に
園
田
せ
ら
れ
、

協
に
仕
へ
、
五
百
ゃ
れ
を
突
け
、
元
利
元
年
大
成
の
再

一
仲
間
と
な
り
、
十
入
年
武
縦
八
王
子
で
討
死
し
た
。

一
後
十
周
十
九
叶
切
阪
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
享
年
一
一
一
寸

役
に
出
陣
し
、
五
且
七
日
一
一
，
丸
町
口
に
て
職
先
し

一

ア
ヲ
キ
ハ
ン
ノ
ジ
ヨ
ウ

青
木
牟
丞

初
名
五
兵
士
一
。
二
子
櫛
太
郎
・代
次
郎
は
辿
阻
出
し
て
流
に
路
せ

た
。
子
係
悦
三
掃
に
仕
へ
る
。

一
衛
・
新
共
街
。
越
前
の
滞
臣
幡
鎌
彦
左
衛
門
の
子
で
一
ら
れ
た
が
、
防
向
幼
な
る
を
以
て
哲
〈
一
類
預
と
な

ア
ヲ
キ
シ
ョ
ウ
ゲ
ン
青
木
将
監

初
め
て
前
旧

一
あ
る
が
、
青
木
正
玄
白
女
哨
と
な
っ
て
共
の
氏
を
胃

一
っ
た
。
明
治
二
年
十
且
務
新
三
郎
の
前
鋒
を
宥
し
、

利
家
に
仕
へ
た
。
子
回
目
第
七
代
矢
次
席
以
忠
に
主
り
、
一
L
、
秀
康
・
忠
直
二
枇
に
隠
仕
し
た
後
、
寛
永
五
年
二
二
年
十
一

且
祭
菜
料
を
そ
の
家
に
給
し
、
次
い
で
廿

明
利
七
年
二
且
十
日
遂
開
国
し
て
跡
目
断
絶
し
た
。

一
前
凶
利
市
に
仕
へ
て
五
百
石
を
賜
は
り
、
馬
組
組
に
一
四
年
九
且
前
凶
紳
祉
に
合
記
せ
ら
れ
、
十
二
且
特
回
目

ア
ヲ
キ
チ
ブ
ザ
エ
モ
ン
青
木
治
部
左
衛

門

初

一
列
L
、
寛

文

六

年

に

裂

し

た

。

一

を

以

て

正

五

位

を

附

ら

れ

た

。

め
斑
五
郎
・
奥
右
衛
門
o
元
枇
十
五
年
設
文
治
郎
左
衛

一

ア
ヲ
キ
ヒ
コ
エ
モ
ン
青
木
彦
右
衛
門

前
出
利

一

ア
ヲ
キ
マ
サ
ハ
ル

膏
木
正
玄

幼
名
勘
七
郎、

門
の
辿
知
中
二
百
石
を
謎
ぎ
、
平
保
九
年
五
十
一
L
U
を

一…h
m
の
時
、
老
岡
本
多
政
長
が
越
中
に
放
回
し
た
際
、

一
後
新
兵
衛
。
近
江
の
人
出
兵
衛
正
照
の
一
一
一
男
。
天
正

加
へ
て
二
保
吉
忠
夫
人
の
御
附
御
間
人
と
な
っ
た
。

士
郎
射
で
巾
分
を
佳
じ
、
白
山
侠
町
出
利
次
の
小
姓
分

一
の
初
越
前
の
原
彦
次
郎
に
仕
へ
、
次
い
で
佐
久
間
脱

却
H

川町
八
年
七
」
1
八
献
を
以
て
問
問
。

γ片
附
年
左
術
門
を
討
っ
た
者
が
あ
っ
た
が
、
犯
人
が

一
政
に
柳
ヶ
搬
の
役
に
、
中
村
一
氏
に
関
東
の
仰
に
従

ア
ヲ
キ
ナ
ホ
チ
カ

青
木
直
線

通
騨
新
民
街
。

て
維
と
も
刈
れ
な
か
っ
た
。
利
次
は
穴
に
怒
り
政
長
の

一
ひ
、
叉
印
刷
生
氏
郷
に
臣

m
L、
氏
郷
卒
後
上
杉
景
勝

文
政
元
年
父
新
民
術
直
方
の
也
知
二
千
一
白
石
内
二
百

三
不
，
告
を
質
的
た
か
ら
、
利
問
は
政
長
に
魁
泌
を
命
じ
、
一
に
仕
へ
て
隠
長
六
年
伊
鐙
政
宗
と
戦
ひ
、
景
勝
の
封

石
県
力
知
を
mpz
け
、
奏
者
番
・公
事
場
潜
行
を
経
て
、

一
中
烈
の
鎚
そ
の
家
臣
一
人
に
貨
を
到
は
せ
る
こ
と
に

一
を
削
ら
れ
た
後
、
相
官
化
的
と
な
っ
て
越
前
に
来
り
、

天
保
九
年
魚
津
在
住
と
な
っ
た
が
、
サ
四
年
四
且
指

十
し
た
の
で
、
寛
永
十
九
年
十
二
且
廿
三
臼
家
老
背
木

一
叉
縮
減
努
牒
に
椋
せ
ら
れ
て
千
五
百
石
を
受
け
、
大

除
き
、
入
且
知
行
を
お
放
さ
れ
て

俸
十
五
人
扶
持
を

一一
彦
右
術
門
は
切
腹
し
た
ω
し
か
し
そ
の
子
路
は
後
世

一
坂
の
役
に
は
子
正
次
と
共
に
松
平
忠
直
に
従
う
て
力

得
て
能
州
島
之
内
に
流
刑
を
命
ぜ
ら
れ
、

十

一
且
出

一
ま

で

本

多

民

に

仕

へ

て

ゐ

た

。

一

戟

功

を

立

て

た

。

然

る

に

正
次
の
裂
す
る
に
及
び
、

設
し
た
。
時
に
四
十
凶
以
。
子
育
九
州
出
誠
永
四
年
七

一

ア
ヲ
キ
ヒ
ロ
ス
ケ

青
木
弘
助
天
明
三
年
父
一
一
一

一
正
玄
は
哀
腕
に
塔
へ
ず
、
致
仕
し
て
京
に
赴
き
、
姿

月
新
知
七
百
石
を
党
け
て
別
に
家
を
興
し
た
。

一
郎
共
術

t
武
の
也
知
二
百
討
を
裂
ぎ
、
組
外
に
列
一
を
剃
っ
て
阿
鹿
野
と
解
し
て
ゐ
た
の
を
、
元
和
九
年

ア
ヲ
キ
ナ
ホ
ユ
キ

青
木
直
之

泊
抑
制
穴
山
新

一
し
、
次
い
で
別
出
刷
州
政
の
御
抱
守
と
し
て
大
小
怖
に

一
附
間
利
常
に
m
m
か
れ
て
四
千
石
を
受
け
、
寛
永
元
年

兵
衛

o
nは
前
川
志
附
平
成
の
二
子
。
点
卒
三
年
謎

一
利
じ
た
が
、
託
収
五
年
六
用
十
入
日
能
回
日
に
抗
さ
れ

一
一
史
に
千
石
を
加
へ
、
晩
年
芦
別
州
と
践
し
た
。
芳
烈
は

父
新
左
衛
門
正
式
の
辿
矧
千
討
を
笠
け
、
前
川
育
館

一
た
。

一
一
に
方
加
に
作
る
。
同
九
年
七
且
十
二
日
夜
、
齢
七

御
附
・
御
側
小
柄
指
印
刷
よ
り
持
政
、
平
保
九
年
三
百

一

ア
ヲ
キ
ホ
ツ
エ

青
木
秀
枝

泊
属
新
三
郎
。
加
一
十
一
一
。
そ
の
術
統
は
第
七
代
新
兵
衛
直
親
に
主
っ
て

古
刊
を
加
へ
、
一
冗
文
二
年
ま
た
五
百
討
を
憎
し
て
人
持

一
到
務
の
料
理
人
時
木
務
官
の
長
子
で
、
天
保
四
年
六
一
一
旦
断
絶
し
た
。

組
に
列
し
、
延
平
元
年
史
に
五
百
討
を
加
へ
て
、
合

一
且品
川
四
同
生
ま
れ
、
弘
化
中
父
の
磁
に
凶
り
、
別
に

一

ア
ヲ
キ
マ
サ
ヨ
シ

青
木
正
鹿
沼
務
勘
三
郎

・

計
二
千
三
百
石
内
三
回
行
地
(
力
知
と
せ
ら
れ
、
二
年

一
七
人
扶
持
を
協
は
っ
て
料
理
人
と
な
っ
た
。
努
技
武

一
知
太
夫
・内
臓
太
。
貧
困
問
三
年
父
勘
太
夫
の
治
知
三

若
年
寄
に
列
L
、
聞は
Mm元
年
致
仕
し
て
自
省
と
蹴

一
技
に
長
じ
、
凶
日
引
を
橘
守
部
に
受
け
、
叉
問
中
羽
之

一
一
白
石
を
製
ぎ
、
大
小
将
か
ら
表
小
特
に
純
じ
、
安
永

し
、
料
知
八
百
討
を
食
み
、
三
年
正
月
廿
六
日
七
十

一
に
従
う
て
附
史
・律
令
・
砥
装
集
を
研
鈴
L
、
安
政
四
一
四
年
越
中
五
ケ
山
に
読
さ
札
た
。
子
櫨
太
郎
新
知
百

二
訟
を

U
て
裂
し
た
。

一
年
明
倫
設
同
製
内
用
に
加
っ
た
。
禿
校
叉
夙
に
勤
正

一
石
を
受
け
て
、
祖
父
勘
太
夫
の
後
を
加
盟
ぎ
、
寛
政
三

ア
ヲ
キ
ノ
ブ
テ
ル

青
木
信

照

沼

m
m百四
郎
。

一
の
志
を
抱
き
、
元
治
苅
年
四
且
滞
侯
賀
泰
に
上
哲
し
一
年
夏
に
本
宗
を
綴
い
で
新
兵
衛
直
方
と
裂
し
た
。
直

初
め
織
間
信
授
の
臣
で
あ
っ
た
が
、
後
前
川
利
家
に

一
て
大
義
を
論
じ
、
次
い
で
殴
山
中の
上
格
に
隠
っ
て
中
山

一
方
の
子
は
直
規
で
あ
る
。

七

ア
ヲ
サ
キ

青
崎

↓
ア
ヲ
ガ
サ
キ
背
ゲ
断
。

ア
ヲ
ジ
サ
ダ
マ
サ

青
地
定
致
活
熔
百
十
郎

・

采
女
。
背
地
等
定
の
養
子
で
、
民
父
は
本
多
安
房
守

政
霊
の
男
芯
際
の
孫
石
川
久
六
郎
で
あ
る
。
後
に
定

政
の
子
野
氏
破
防
脚
が
本
多
民
に
親
善
で
あ
っ
た
の

は
こ
の
盟
問
か
ら
で
あ
る
。
定
政
は
府
組
組
に
刺
せ

ら
れ
、
そ
の
夜
し
た
の
は
延
期
H

三
年
五
且
で
あ
っ

、、
。
ロhli
l
t
、。

1
4
4
J
 

ア
ヲ
ジ
シ
ゲ
ノ
ブ

青
地
務
室
初
祢
必
鋭
・
避

行
、
後
詐
室
。
字
は
印
刷
和
。
束
郭
知
・問
な
と
凱
し
、

週
明
桝
は
四
郎
太
郎
・
粥
四
郎
。
正
徳
九
年
入
刃
什

一

日
金
抑
に
生
ま
れ
、
写
保
十
三
年
矢
野
賢
裂
し
、
十

四
年
四
且
悦
齢
八
百
石
を
受
け
、
馬
迦
組
に
殺
し
、

十
五
年
正
月
大
小
終
に
追
っ
た
o
延
享
四
年
五
且
近

寄
番
と
な
り
、
十
二
且
大
小
将
杭

H
、
克
延
二
年
八

且
持
弓
関
粂
続
賊
改
奉
行
、
四
年
正
且
町
奉
行
に
来

任
し
た
が
、
貸
出
町
六
年
そ
の
職
を
械
は
れ
、
山
門
を

ア
ヲ
キ
モ
h
y
ベ
イ
膏
木
木
米

京
闘
の
陶
工
。

文
化
三
年
金
概
の
町
年
詩
勉
出
純
抵
は
京
に
上
。
、

木
米
に
金
問
に
下
っ
て
陶
窯
を
閲
〈
こ
と
を
.到
し

た
。
木
米
乃
ち
笠
三
年
一
た
び
来
っ
て
陶
土
の
過
す

る
も
の
あ
る
や
否
や
を
織
し
、
四
年
陶
窯
を
春
日
山

に
聞
い
た
が
、
甚
だ
し
き
成
功
を
見
ず
し
て
、
五
年

冬
時
治
し
た
。

ア
ヲ
キ
ヨ
エ
モ
ン

膏
木
奥
右
衛
門

前
回
利
家

に
仕
へ
て
二
百
五
十
石
を
受
け
、
子
孫
規
則
思
い
で
滞

に
仕
へ
た
。

ア
ヲ
ク
サ
ツ
ジ

膏
草
註

金
様
近
江
町
に
凱
ん

で
、
野
認
の
市
場
で
あ
っ
た
。
今
は
背
草
附
と
呼
ぶ
。

ア
ヲ
ク
ピ

青
首

能
資
の
漁
村
で
十
五
段
に
越

し
た
男
子
を
い
ひ
、
そ
の
初
め
て
出
漁
し
た
時
附
く

酒
宴
は
開
門
小
自
制
と
い
は
れ
た
。
一
一
磁
の
一
冗
限
式
で
あ

る。


